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奈
良
薬
局

西
津
軽
郡
木
造
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字
千
年
一
三

平
成
��

･

�･

��

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

指
定
期
限

弘
前
愛
成
会
病
院

弘
前
市
大
字
北
園
一
丁
目
六
の
二

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

��

青
南
病
院

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
赤
坂
一
六

の
三

〃

〃
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平
成
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
わ
や
か
ネ
ッ
ト

三

代
表
者
の
氏
名

工
藤

志
朗

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
下
長
六
丁
目
一
二
の
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
、
高
齢
者
に
対
し
て
、
日
常
生
活
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社

会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
十
和
田
パ
ワ
フ
ル
館

十
和
田
市
元
町
東
三
丁
目
六
〇
の
一
四
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
東
北
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
一
三
の
二
〇

代
表
取
締
役
社
長

加
藤
修
一

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
東
北
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
一
三
の
二
〇

代
表
取
締
役
社
長

加
藤
修
一

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
、
三
一
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一
八
四
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

六
三
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

四
二
立
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

三
か
所

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
十
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
十
九
日

九

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

平
成
十
六
年
四
月
二
日
か
ら
同
年
八
月
二
日
ま
で
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３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

十

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
六
年
八
月
二
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

エ
ル
ム
の
街
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

五
所
川
原
市
大
字
唐
笠
柳
字
藤
巻
五
一
七
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

五
所
川
原
街
づ
く
り
株
式
会
社

五
所
川
原
市
大
字
唐
笠
柳
字
藤
巻
五
一
七
の
一

代
表
取
締
役

葛
西
英
機

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

代
表
者
の
氏
名
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
モ
ー
ド
・
ミ
ヤ
カ
ワ

五
所
川
原
市
字
上
平
井
町
一
二
六
の
一

代
表
取
締
役
社
長

宮
川
忠
義

削
除

平
成

��･

��･

��

株
式
会
社
ア
メ
リ
カ
屋

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
郡
山
字
籠
ノ
瀬

一
〇
の
一

代
表
取
締
役

斎
藤
正
次
郎

削
除

〃

有
限
会
社
テ
ィ
ー
・
ア
ン
ド
・
テ
ィ
ー

弘
前
市
大
字
城
東
中
央
四
丁
目
四
の
一

六代
表
取
締
役

諸
田
光
司

削
除

〃

有
限
会
社
長
峰
酒
店

五
所
川
原
市
大
字
唐
笠
柳
字
藤
巻
五
一

七
の
一

代
表
取
締
役

長
峰
政
子

削
除

〃

株
式
会
社
ク
リ
エ
イ
ト

北
海
道
札
幌
市
東
区
伏
古
十
二
条
四
三

四
の
一
二

代
表
取
締
役

高
橋
廣

削
除

〃

有
限
会
社
マ
ル
エ
ス
ヤ
ス
タ

五
所
川
原
市
大
字
広
田
字
柳
沼
一
一
六

の
六
代
表
取
締
役

安
田
聖
道

削
除

〃

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
丁
目
一
の
四

代
表
取
締
役

鈴
木
敏
文

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
丁
目
一
の
四

代
表
取
締
役

井
坂
榮

��･

�･

��

イ
ト
キ
ン
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
西
区
南
堀
江
一
丁
目
四

の
一
九

代
表
取
締
役

辻
村
浩
一

イ
ト
キ
ン
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
西
区
南
堀
江
一
丁
目

四
の
一
九

代
表
取
締
役

辻
村
章
夫

��･

�･

�

株
式
会
社
タ
ツ
ミ
ヤ

東
京
都
八
王
子
市
暁
町
一
丁
目
三
二
の

一
三
代
表
取
締
役

指
田
幹

株
式
会
社
タ
ツ
ミ
ヤ

東
京
都
八
王
子
市
暁
町
一
丁
目
三
二

の
一
三

代
表
取
締
役

曲
渕
恵
美
子

��･

�･

�	
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株
式
会
社
三
城

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
宝
町
二
丁
目
四

の
二
代
表
取
締
役

多
根
幹
雄

株
式
会
社
三
城

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
宝
町
二
丁
目

四
の
二

代
表
取
締
役

多
根
裕
詞

��

･

�･

��

エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
区
三
丁
目
二
〇

の
二
代
表
取
締
役

丸
山
朝

エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

東
京
都
新
宿
区
住
吉
町
八
の
一
二

代
表
取
締
役

丸
山
朝

��･

�･

��

宮
本
正
行

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
生
松
一

〇
二

宮
本
政
克

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
生
松

一
〇
二

��･

�･

�

有
限
会
社
清
野
菓
子
店

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
漁
師
町
三
三

代
表
取
締
役

清
野
一
彦

有
限
会
社
清
野
菓
子
店

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
漁
師
町
三

三代
表
取
締
役

清
野
悟

��･

�･

��

ミ
ス
タ
ー
ス
タ
ミ
ナ
株
式
会
社

兵
庫
県
尼
崎
市
武
庫
川
町
一
丁
目
四
の

六代
表
取
締
役
社
長

戸
次
充

ミ
ス
タ
ー
ス
タ
ミ
ナ
株
式
会
社

兵
庫
県
尼
崎
市
武
庫
川
町
一
丁
目
四

の
六
代
表
取
締
役

村
田
昇

��･

�･

��

有
限
会
社
山
本
水
産

五
所
川
原
市
字
上
平
井
町
四
の
二

代
表
取
締
役

山
本
俊
雄

有
限
会
社
山
本
水
産

五
所
川
原
市
字
上
平
井
町
四
の
二

代
表
取
締
役

山
本
真
一

��･

�･

��

株
式
会
社
小
山
金

西
津
軽
郡
木
造
町
字
千
代
町
三
九
の
三

代
表
取
締
役

小
山
内
金
弥

株
式
会
社
お
さ
き
ん

西
津
軽
郡
木
造
町
字
千
代
町
三
九
の

三代
表
取
締
役

小
山
内
金
弥

��･

�･

�

株
式
会
社
神
奈
川
い
け
だ
書
店

東
京
都
八
王
子
市
元
横
山
町
三
丁
目
一

九
の
一
八

代
表
取
締
役

熊
沢
真

株
式
会
社
神
奈
川
く
ま
ざ
わ
書
店

東
京
都
八
王
子
市
八
日
町
一
の
一
一

代
表
取
締
役

熊
沢
真

��･

�･
�

株
式
会
社
ザ･

ク
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

東
京
都
杉
並
区
西
荻
北
二
丁
目
二
七
の

二
二
取
締
役
社
長

大
野
禄
一
郎

株
式
会
社
ザ･

ク
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

東
京
都
杉
並
区
西
荻
北
二
丁
目
二
七

の
二
二

代
表
取
締
役
社
長

花
谷
洋
二

��･

��･

��

―

株
式
会
社
九
州
屋

東
京
都
八
王
子
市
越
野
二
四
の
一

代
表
取
締
役

島
田
修

��･

�･

��

―

株
式
会
社
職
人
工
房

千
葉
県
千
葉
市
花
見
川
区
柏
井
町
八

〇
〇
の
五

代
表
取
締
役

松
岡
忠
利

��･

��･

��

―

内
藤
商
事
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
二
丁
目
二

三
の
二

取
締
役
社
長

内
藤
忠
義

〃

―

株
式
会
社
オ
ン
ワ
ー
ド
樫
山

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目

六
の
八

仙
台
支
店
長

堀
江
龍
二

〃

―

有
限
会
社
ア
ウ
ェ
イ
ク

五
所
川
原
市
字
本
町
二
五
の
八

取
締
役
社
長

山
口
融

〃

―

有
限
会
社
レ
デ
ィ
ス･

フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
キ
ノ
シ
タ

北
海
道
函
館
市
松
風
町
一
〇
の
三

代
表
取
締
役

木
下
博

〃

―

株
式
会
社
エ
ガ
ミ

秋
田
県
横
手
市
寿
町
八
の
一
三

代
表
取
締
役

江
上
キ
ヌ
子

〃

―

株
式
会
社
メ
ガ
ネ
の
菊
屋

五
所
川
原
市
寺
町
七
四

代
表
取
締
役

川
村
嘉
一

〃

―

株
式
会
社
赤
と
ん
ぼ

青
森
市
新
町
一
丁
目
一
二
の
八

代
表
取
締
役

夏
目
俊
紀

〃

―

有
限
会
社
ボ
ズ
ー
ワ
ン

東
京
都
世
田
谷
区
三
軒
茶
屋
一
丁
目

三
二
の
七

代
表
取
締
役

菅
野
健
一

〃

―

有
限
会
社
エ
イ･

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

福
島
県
福
島
市
渡
利
字
高
倉
五
七
の

二代
表
取
締
役

阿
部
千
里

〃



( )

四

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
八
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
五
所
川
原
市
役
所

２

期
間

平
成
十
六
年
四
月
二
日
か
ら
同
年
八
月
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
五
所
川
原
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
六
年
八
月
二
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

青 森 県 報平成16年４月２日 金曜日 第2309号5

―

株
式
会
社
リ
オ
チ
ェ
ー
ン

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
平
和
一
丁
目

一
の
二
〇

代
表
取
締
役
社
長

横
山
卓
幸

〃

―

株
式
会
社
マ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

東
京
都
杉
並
区
高
円
寺
南
三
丁
目
三

の
一
代
表
取
締
役
社
長

栗
原
勝
利

〃

―

株
式
会
社
エ
ー
ビ
ー
シ
ー･

マ
ー
ト

東
京
都
渋
谷
区
神
南
一
丁
目
一
一
の

五代
表
取
締
役

三
本
正
浩

〃

―

有
限
会
社
シ
ュ
ア
ー

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
内
田

ケ
谷
四
四
三
の
三

代
表
取
締
役

竹
下
昌
之

〃

―

株
式
会
社
織
部

岐
阜
県
多
治
見
市
旭
ケ
丘
一
〇
丁
目

六代
表
取
締
役

奥
村
紀
八
郎

〃

―

株
式
会
社
キ
ュ
ー
ト

五
所
川
原
市
一
ツ
谷
五
三
六
の
二
二

代
表
取
締
役

渋
谷
公
智

〃

―

株
式
会
社
鶴
悦

弘
前
市
大
字
品
川
町
三

代
表
取
締
役

千
葉
修
三

〃

―

有
限
会
社
心
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

五
所
川
原
市
大
字
唐
笠
柳
字
藤
巻
五

一
七
の
一

代
表
取
締
役
社
長

木
村
智
鶴
子

〃

―

山
和
食
品
株
式
会
社

埼
玉
県
川
口
市
元
郷
三
丁
目
一
九
の

四代
表
取
締
役

馬
場
祥
宏

��･

��･

��

―

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
ラ
ン
ド

群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
四
丁
目
二
四

三
〇
代
表
取
締
役

佐
瀬
守
男

〃

―

株
式
会
社
日
本
一

千
葉
県
野
田
市
目
吹
一
九
六
五

代
表
取
締
役

染
谷
幸
雄

〃

―

株
式
会
社
東
久

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
小
田
原
三

丁
目
九
の
二
二

代
表
取
締
役

久
井
田
壮
一

〃

―

株
式
会
社
こ
ど
も
の
服
の
店
ピ
ノ
キ

オ青
森
市
中
央
三
丁
目
二
〇
の
一
四

代
表
取
締
役

伊
織
忠
夫

��･

�･

��

―

井
ケ
田
製
茶
株
式
会
社

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
大
町
二
丁
目

七
の
二
三

代
表
取
締
役

今
野
克
二

〃



( )

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
十
和
田
穂
並
町
店

十
和
田
市
穂
並
町
六
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
み
ま
ん

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

平
成
十
六
年
四
月
二
日
か
ら
同
年
八
月
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
六
年
八
月
二
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
八
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

青 森 県 報平成16年４月２日 金曜日 第2309号 6

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模
小

売
店
舗
の

施
設
の
配

置
に
関
す

る
事
項

駐
車
場
の
位

置
及
び
収
容

台
数

二
一
九
台

九
七
台

荷
さ
ば
き
施

設
の
位
置
及

び
面
積

二
一
平
方
メ
ー
ト
ル

二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小

売
店
舗
の

施
設
の
運

営
方
法
に

関
す
る
事

駐
車
場
の
自

動
車
の
出
入

口
の
数
及
び

位
置

三
か
所

二
か
所

平
成

��･

��･

��

項



( )

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
九
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
少
年
指
導
委
員
規
則(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
少
年
指
導
委
員
を
平
成
十
六
年
四
月
一
日
委
嘱
し
た
の
で
、
同
規

則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青 森 県 報平成16年４月２日 金曜日 第2309号7

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
ぴ
ー
ち
ゃ
ん
ラ
ン
ド
Ｚ
７

株
式
会
社
ま
さ
む
ら
遊
機

〃

ぴ
ー
ち
ゃ
ん
ラ
ン
ド
Ｖ
７

〃

〃

Ｃ
Ｒ
リ
ン
ダ
の
ど
う
に
も
と
ま
ら
な

い
Ｓ

サ
ミ
ー
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
ビ
ー
バ
ッ
プ
Ｖ

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア

ン
ド
デ
ィ

〃

Ｃ
Ｒ
加
ト
ち
ゃ
ん
・
こ
ぶ
茶
バ
ン
ド

編
Ｈ
Ｃ

奥
村
遊
機
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
加
ト
ち
ゃ
ん
・
こ
ぶ
茶
バ
ン
ド

編
Ｆ
Ｃ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
加
ト
ち
ゃ
ん
・
こ
ぶ
茶
バ
ン
ド

編
Ｔ
５
Ｓ
Ｃ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
加
ト
ち
ゃ
ん
・
こ
ぶ
茶
バ
ン
ド

編
Ｓ
Ｐ

〃

〃

加
ト
ち
ゃ
ん
・
こ
ぶ
茶
バ
ン
ド
編
ワ
ー

ル
ド

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ア
ク
ア
ナ
イ
ン
Ｎ

８

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
が
ん
ば
れ
!!
ロ
ボ
コ
ン
Ｍ
Ｃ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
・
ド
ラ
ゴ
ン
モ
ン
キ
ー
Ｘ
Ｊ

株
式
会
社
平
和

〃

Ｃ
Ｒ
・
ド
ラ
ゴ
ン
モ
ン
キ
ー
Ｙ
Ｊ

〃

〃

ド
ラ
ゴ
ン
モ
ン
キ
ー
Ｖ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ツ
イ
ン
ズ
Ｍ
Ｘ

株
式
会
社
ビ
ス
テ
ィ

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ツ
イ
ン
ズ
Ｊ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ツ
イ
ン
ズ
Ｍ
Ｒ
７

Ｍ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ツ
イ
ン
ズ
Ｍ
Ｘ
α

〃

回
胴
式
遊
技
機

大
ヤ
マ
ト
Ａ

〃

〃

シ
ュ
ヤ
ク
ハ
ゼ
ニ
ガ
タ

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア

〃

ジ
ャ
グ
ラ
ー
Ｔ
Ｍ

株
式
会
社
北
電
子

氏

名

住

所

活

動

区

域

小
笠
原

嘉

八
戸
市
長
者
三
丁
目
一
番
二
号

八
戸
市
の
う
ち
、
本
八
戸
駅
前
周
辺

(

内

丸
一
丁
目
、
内
丸
二
丁
目
、
内
丸
三
丁
目
、

堀
端
町
、
窪
町
、
番
町
、
馬
場
町
及
び
常

海
町)

及
び
長
横
町
周
辺

(

堤
町
、
廿
三

日
町
、
十
三
日
町
、
三
日
町
、
八
日
町
、



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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十
八
日
町
、
十
六
日
町
、
寺
横
町
、
大
工

町
、
鍛
冶
町
、
六
日
町
、
朔
日
町
、
十
一

日
町
、
柏
崎
一
丁
目
九
番
、
柏
崎
二
丁
目

一
番
、
鳥
屋
部
町
、
鷹
匠
小
路
、
長
横
町
、

岩
泉
町
及
び
類
家)

の
区
域

工
藤

正
樹

五
所
川
原
市
字
下
平
井
町
五
八

番
地
二

五
所
川
原
市
の
う
ち
、
五
所
川
原
駅
前
周

辺

(

大
町
、
旭
町
、
東
町
及
び
布
屋
町)

及
び
川
端
町
周
辺

(

川
端
町
、
本
町
、
寺

町
及
び
岩
木
町)

の
区
域

小
笠
原
正
道

五
所
川
原
市
字
元
町
八
一
番
地

二
〇

新
谷

良
昭

五
所
川
原
市
大
字
太
刀
打
字
馬

繋
七
三
番
地
一

工
藤
忠
比
古

五
所
川
原
市
大
字
漆
川
字
袖
掛

一
五
一
番
地
一
二

山
形

清
徳

五
所
川
原
市
大
字
姥
萢
字
船
橋

四
五
番
地
三
四

成
田
千
鶴
子

十
和
田
市
東
十
三
番
町
二
五
番

一
四
号

十
和
田
市
の
う
ち
、
東
三
番
町
周
辺

(

稲

生
町
一
四
番
、
一
六
番
、
一
八
番
、
二
〇

番
、
東
二
番
町
二
番
、
六
番
、
七
番
、
東

三
番
町
一
番
か
ら
三
番
ま
で
及
び
七
番
か

ら
九
番
ま
で)

及
び
稲
生
町
西
裏
通
り
周

辺(

稲
生
町
一
三
番
、
一
五
番
、
一
七
番
、

一
九
番
、
二
一
番
、
二
三
番
、
西
二
番
町

三
番
、
四
番
、
西
三
番
町
一
番
、
二
番
、

一
四
番
か
ら
一
七
番
ま
で
及
び
二
〇
番)

の
区
域

古
�

純
一

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
里
ノ

沢
二
〇
番
地
四
七

三
浦

博

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
井
戸
頭

一
四
四
番
地
七
七
八

佃

正
子

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
井
戸
頭

一
四
四
番
地
五
〇
〇

岩
間

祐
子

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
一

番
二
五
号

岩
本

芳
勝

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
四
番
二

七
号

三
沢
市
の
う
ち
、
中
央
町

(

中
央
町
一
丁

目
、
中
央
町
二
丁
目
、
中
央
町
三
丁
目
及

舩
見

亮
悦

三
沢
市
中
央
町
三
丁
目
七
番
二

〇
号

び
中
央
町
四
丁
目)

の
区
域

熊
野

鐵
夫

三
沢
市
中
央
町
三
丁
目
二
番
一

九
号

吉
本

亮
悦

三
沢
市
中
央
町
三
丁
目
一
〇
番

二
三
号

奥
山

義
男

三
沢
市
中
央
町
四
丁
目
三
番
三

五
号

佐
藤

文
利

黒
石
市
柵
ノ
木
四
丁
目
一
三
二

番
地

佐
々
木
光
春

黒
石
市
大
字
乙
徳
兵
衛
町
四
四

番
地
二

黒
石
市
の
う
ち
、
徳
兵
衛
町
周
辺

(

甲
徳

兵
衛
町
、
乙
徳
兵
衛
町
、
油
横
町
、
寺
小

路
、
横
町
二
二
番
地
及
び
二
四
番
地)

の

区
域

長
岡

哲
夫

む
つ
市
横
迎
町
二
丁
目
一
一
番

一
二
号

む
つ
市
の
う
ち
、
田
名
部
駅
前
周
辺

(

本

町
二
番
、
四
番
、
柳
町
一
丁
目
二
番
、
横

迎
町
一
丁
目
一
番
、
田
名
部
町
一
番
か
ら

三
番
ま
で
及
び
五
番
か
ら
九
番
ま
で)

及

び
大
湊
新
町

(

大
湊
新
町
三
番
、
五
番
、

六
番
、
一
四
番
か
ら
一
七
番
ま
で
、
二
〇

番
及
び
二
一
番)

の
区
域

吉
田

解
造

む
つ
市
田
名
部
町
二
番
七
号

柳
谷

清

む
つ
市
大
湊
上
町
八
番
八
号

中
村

正
美

下
北
郡
大
畑
町
字
湯
坂
下
三
二

番
地
七

菊
池

政
彦

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
上
道
八

七
番
地
三
〇
一

鎌
田

晃

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
小
和
森

字
種
取
三
七
番
地
二

相
馬

孝

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
館
山
字

上
扇
田
五
六
番
地

平
賀
町
の
う
ち
、
平
賀
駅
前
周
辺

(

北
柳

田
一
番
地
か
ら
二
一
番
地
ま
で
及
び
二
三

番
地)

の
区
域


